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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月23日(2009.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　ピロクトンオラミン（１－ヒドロキシ－４－メチル－６－（２，４，４－トリメチルペ
ンチル）－２（１Ｈ）－ピリドンの２－アミノエタノール塩、商業製品はOctopirox(R)）
、及び２－フェノキシエタノールまたはベンジルアルコールを、化粧料組成物の防腐に使
用することは公知である。“Seifen -Oele - Fette - Wachse”（石鹸－油－脂肪－ワッ
クス），１１６，Ｎｏ．９／１９９０，第３４５～３５６頁には、ピロクトンオラミンを
シャンプーに使用できることが記載されており、この際、 充分な防腐作用のためには、
０．５～１重量％の量のピロクトンオラミンが必要である。Ｏ／Ｗエマルション及びＷ／
Ｏエマルションの場合には、０．５重量％の使用量でのピロクトンオラミンの抗菌作用は
不十分である。
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